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（参考資料１） 

○柔道整復師法（昭和四十五年四月十四日法律第十九号） 

（目的）  

第一条  この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用さ

れるように規律することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道

整復を業とする者をいう。  

２  この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所を

いう。  

   第二章 免許  

（免許）  

第三条  柔道整復師の免許（以下「免許」という。）は、柔道整復師国家試験（以下

「試験」という。）に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。  

（欠格事由）  

第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。  

一  心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生

労働省令で定めるもの  

二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者  

三  罰金以上の刑に処せられた者  

四  前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があ

つた者  

（柔道整復師名簿）  

第五条  厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。  

（登録及び免許証の交付）  

第六条  免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することに

よつて行う。  

２  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証（以下「免許証」とい

う。）を交付する。  

（意見の聴取）  

第七条  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該

当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当

該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員

にその意見を聴取させなければならない。  

（免許の取消し等）  

第八条  柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働

大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができ

る。  

２  前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由

となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与える

ことが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。  
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（指定登録機関の指定等）  

第八条の二  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者

（以下「指定登録機関」という。）に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務（以

下「登録事務」という。）を行わせることができる。  

２  指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おう

とする者の申請により行う。  

３  厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲

げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはなら

ない。  

一  職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に

関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。  

二  前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び

技術的な基礎を有するものであること。  

４  厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登

録機関の指定をしてはならない。  

一  申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。  

二  申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施すること

ができないおそれがあること。  

三  申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から

起算して二年を経過しない者であること。  

四  申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。  

イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 

ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年

を経過しない者 

（指定登録機関の役員の選任及び解任）  

第八条の三  指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなけ

れば、その効力を生じない。  

２  厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は

処分を含む。）若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為を

したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対

し、当該役員の解任を命ずることができる。  

 

（事業計画の認可等）  

第八条の四  指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事

業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた

後遅滞なく）、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。  

２  指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及

び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（登録事務規程）  

第八条の五  指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程（以

下「登録事務規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。  
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３  厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な

実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきこと

を命ずることができる。  

（指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等）  

第八条の六  指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の

規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第

六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師

免許証（以下「免許証」という。）」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許

証明書」とする。  

２  指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若し

くは柔道整復師免許証明書（以下「免許証明書」という。）の記載事項の変更若しく

は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録

機関に納付しなければならない。  

３  前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とす

る。  

（秘密保持義務等）  

第八条の七  指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

２  登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法 （明治四十年法律第四

十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  

（帳簿の備付け等）  

第八条の八  指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関す

る事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければな

らない。  

（監督命令）  

第八条の九  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。  

（報告）  

第八条の十  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告

をさせることができる。  

（立入検査）  

第八条の十一  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の

帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。  

２  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。  

（登録事務の休廃止）  

第八条の十二  指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全

部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  

（指定の取消し等）  

第八条の十三  厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号（第三号を除

く。）のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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２  厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。  

一  第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。  

二  第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反

したとき。  

三  第八条の四又は前条の規定に違反したとき。  

四  第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つた

とき。  

五  次条第一項の条件に違反したとき。  

（指定等の条件）  

第八条の十四  第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の

五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及び

これを変更することができる。  

２  前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要

な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を

課することとなるものであつてはならない。  

第八条の十五  削除  

（指定登録機関がした処分等に係る不服申立て）  

第八条の十六  指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服

がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）

による審査請求をすることができる。  

（厚生労働大臣による登録事務の実施等）  

第八条の十七  厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わ

ないものとする。  

２  厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事

務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機

関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災

その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場

合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとす

る。  

（公示）  

第八条の十八  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなけれ

ばならない。  

一  第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。  

二  第八条の十二の規定による許可をしたとき。  

三  第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。  

四  前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととすると

き、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。  

（厚生労働省令への委任）  

第九条  この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、

書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指

定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生

労働省令で定める。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%98%5a%81%5a&REF_NAME=%8d%73%90%ad%95%73%95%9e%90%52%8d%b8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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   第三章 試験  

（試験の実施）  

第十条  試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行

う。  

（柔道整復師試験委員）  

第十一条  厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員（次項において「試

験委員」という。）に試験の問題の作成及び採点を行わせる。  

２  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のな

いようにしなければならない。  

（受験資格）  

第十二条  試験は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規

定により大学に入学することのできる者（この項の規定により文部科学大臣の指定し

た学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入

学させた者を含む。）で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適

合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整

復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに

必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。  

２  文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、

あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。  

（不正行為者の受験停止等）  

第十三条  厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行

為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることが

できる。  

２  厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験

を受けることができないものとすることができる。  

（受験手数料）  

第十三条の二  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手

数料を国に納付しなければならない。  

２  前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還

しない。  

（指定試験機関の指定）  

第十三条の三  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する

者（以下「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下「試験事務」

という。）を行わせることができる。  

２  指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おう

とする者の申請により行う。  

（指定試験機関の柔道整復師試験委員）  

第十三条の四  指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員（次

項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。）に行わせな

ければならない。  

２  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要

件を備える者のうちから選任しなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8b%e3%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000009000000000002000000000000000000
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３  指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたとき

も、同様とする。  

（不正行為の禁止）  

第十三条の五  試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正

の行為のないようにしなければならない。  

（指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等）  

第十三条の六  指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験

に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受

験を停止させることができる。  

２  前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十三条

及び第十三条の二第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「その受験を停

止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるの

は「前項又は第十三条の六第一項」と、第十三条の二第一項中「国」とあるのは「指

定試験機関」とする。  

３  前項の規定により読み替えて適用する第十三条の二第一項の規定により指定試験

機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。  

（準用）  

第十三条の七  第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八

条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指

定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあ

るのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の

二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とある

のは「第十三条の三第二項」と、第八条の三第二項中「役員」とあるのは「役員（試

験委員を含む。）」と、第八条の七第一項中「職員」とあるのは「職員（試験委員を

含む。次項において同じ。）」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とある

のは「、前条又は第十三条の四」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中

「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第一項」と読み替えるものとする。  

（政令及び厚生労働省令への委任）  

第十四条  この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びそ

の取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事

項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な

事項は厚生労働省令で定める。  

   第四章 業務  

（業務の禁止）  

第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行な

つてはならない。  

（外科手術、薬品投与等の禁止）  

第十六条  柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示

をする等の行為をしてはならない。  

（施術の制限）  

第十七条  柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術

をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。  
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（秘密を守る義務）  

第十七条の二  柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏

らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。  

（都道府県知事の指示）  

第十八条  都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。

以下同じ。）は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、

その業務に関して必要な指示をすることができる。  

２  医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。  

   第五章 施術所  

（施術所の届出）  

第十九条  施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する

柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知

事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。  

２  施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日

以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を

再開したときも、同様とする。  

（施術所の構造設備等）  

第二十条  施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなけれ

ばならない。  

２  施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置

を講じなければならない。  

（報告及び検査）  

第二十一条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは

柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構

造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させること

ができる。  

２  前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。  

（使用制限等）  

第二十二条  都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合して

いないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていな

いと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一

部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生

上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。  

第二十三条  削除  

   第六章 雑則  

（広告の制限）  

第二十四条  柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方

法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。  

一  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所  
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二  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項  

三  施術日又は施術時間  

四  その他厚生労働大臣が指定する事項  

２  前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内

容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。  

（緊急時における厚生労働大臣の事務執行）  

第二十五条  第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされて

いる事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大

臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道

府県知事に関する規定（当該事務に係るものに限る。）は、厚生労働大臣に関する規

定として厚生労働大臣に適用があるものとする。  

２  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、

相互に密接な連携の下に行うものとする。  

（権限の委任）  

第二十五条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、地方厚生局長に委任することができる。  

２  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、地方厚生支局長に委任することができる。  

（経過措置）  

第二十五条の三  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合において

は、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

   第七章 罰則  

第二十六条  第八条の七第一項（第十三条の七において準用する場合を含む。）の規

定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

第二十七条  第八条の十三第二項（第十三条の七において準用する場合を含む。）の

規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をし

た指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。  

第二十八条  第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした

者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  

一  第十五条の規定に違反した者  

二  第十七条の二の規定に違反した者  

三  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者  

２  前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。  

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一  第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられ

た期間中に、業務を行つたもの  

二  第十七条の規定に違反した者  

三  第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者  

四  第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者  

五  第二十四条の規定に違反した者  
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六  第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

七  第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同

項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

第三十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機

関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。  

一  第八条の八（第十三条の七において準用する場合を含む。）の規定に違反して

帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存

しなかつたとき。  

二  第八条の十（第十三条の七において準用する場合を含む。）の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  

三  第八条の十一第一項（第十三条の七において準用する場合を含む。）の規定に

よる立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述を

せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。  

四  第八条の十二（第十三条の七において準用する場合を含む。）の許可を受けな

いで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。  

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して、第三十条第四号から第七号までの違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。  
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○柔道整復師法施行令（平成四年九月二十四日政令第三百二号） 

 内閣は、柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第八条の六第二項及び第十三

条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 

（免許に関する事項の登録等の手数料）  

第一条  柔道整復師法（以下「法」という。）第八条の六第二項の政令で定める手数

料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  

一  柔道整復師の登録を受けようとする者     四千八百円  

二  柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書（次号において「免許証等」とい

う。）の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百円  

三  免許証等の再交付を受けようとする者      四千円  

（学校又は養成施設の指定）  

第二条  行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設（以下

「学校養成施設」という。）の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、

教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。  

２  都道府県知事は、前項の規定により柔道整復師養成施設の指定をしたときは、遅

滞なく、当該柔道整復師養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省

令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。  

（指定の申請）  

第三条  前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、

申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校

の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事（公立の学校にあっては、その所

在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第八条にお

いて同じ。）を経由して行わなければならない。  

（変更の承認又は届出）  

第四条  第二条第一項の指定を受けた学校養成施設（以下「指定学校養成施設」とい

う。）の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請

し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置

者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。  

２  指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、そ

の日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設

置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなけれ

ばならない。  

３  都道府県知事は、第一項の規定により、第二条第一項の指定を受けた柔道整復師

養成施設（以下この項及び第七条第二項において「指定養成施設」という。）の変更

の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理したとき

は、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働

大臣に報告するものとする。  

（報告）  

第五条  指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定め

る事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校

の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%5f%93%b9%90%ae%95%9c%8e%74%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0%82%cc%98%5a%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800600000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800600000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800600000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
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２  都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以

内に、当該報告に係る事項（主務省令で定めるものを除く。）を厚生労働大臣に報告

するものとする。  

（報告の徴収及び指示） 

第六条  行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者

又は長に対して報告を求めることができる。 

２  行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校

養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認める

ときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 

（指定の取消し） 

第七条  行政庁は、指定学校養成施設が第二条第一項に規定する主務省令で定める基

準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の

規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指

定を取り消すことができる。 

２  都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅

滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省

令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。  

（指定取消しの申請） 

第八条  指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、

その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当

該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わな

ければならない。 

（国の設置する学校養成施設の特例） 

第九条  国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用について

は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句と読み替えるものとする。 

第二条

第二項 

ものとする ものとする。ただし、

当該柔道整復師養成施

設の所管大臣が厚生労

働大臣である場合は、

この限りでない 

第三条 設置者 所管大臣 

申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場

合において、当該設置者が学校の設置者であるとき

は、その所在地の都道府県知事（公立の学校にあって

は、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及

び第二項、第五条第一項並びに第八条において同じ。）

を経由して行わなければならない 

書面により、行政庁に

申し出るものとする 

第四条

第一項 

設置者 所管大臣 

行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

この場合において、当該設置者が学校の設置者である

ときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わな

ければならない 

行政庁に協議し、その

承認を受けるものとす

る 



12 

 

第四条

第二項 

設置者 所管大臣 

行政庁に届け出なければならない。この場合におい

て、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所

在地の都道府県知事を経由して行わなければならな

い 

行政庁に通知するもの

とする 

第四条

第三項 

  

  

この項 この項、次条第二項 

届出 通知 

ものとする ものとする。ただし、

当該指定養成施設の所

管大臣が厚生労働大臣

である場合は、この限

りでない 

第五条

第一項 

設置者 所管大臣 

行政庁に報告しなければならない。この場合におい

て、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所

在地の都道府県知事を経由して行わなければならな

い 

行政庁に通知するもの

とする 

第五条

第二項 

  

  

報告を 通知を 

当該報告 当該通知 

ものとする ものとする。ただし、

当該通知に係る指定養

成施設の所管大臣が厚

生労働大臣である場合

は、この限りでない 

第六条

第一項 

設置者又は長 所管大臣 

第六条

第二項 

設置者又は長 所管大臣 

指示 勧告 

第七条

第一項 

第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適

合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若

しくは長が前条第二項の規定による指示に従わない

とき 

第二条第一項に規定す

る主務省令で定める基

準に適合しなくなった

と認めるとき 

申請 申出 

第七条

第二項 

ものとする ものとする。ただし、

当該指定養成施設の所

管大臣が厚生労働大臣

である場合は、この限

りでない 

前条 設置者 所管大臣 

申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場 書面により、行政庁に
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合において、当該設置者が学校の設置者であるとき

は、その所在地の都道府県知事を経由して行わなけれ

ばならない 

申し出るものとする 

 

（主務省令への委任） 

第十条  第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成

施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 

（行政庁等） 

第十一条  この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に

関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指

定に関する事項については都道府県知事とする。 

２  この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 

（受験手数料）  

第十二条  法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万六千五百円

とする。  

（事務の区分）  

第十三条  第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに

第八条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務

とする。  

（権限の委任）  

第十四条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ

により、地方厚生局長に委任することができる。 

２  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%93%af%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000009000000001000000000
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○柔道整復師法施行規則（平成二年三月二十九日厚生省令第二十号） 

 

 柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第九条、第十四条、第十九条第一項、

第二十条及び附則第十一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、柔道整復師法

施行規則（昭和四十五年厚生省令第四十一号）の全部を改正するこの省令を次のよう

に定める。 

   第一章 免許  

（法第四条第一号の厚生労働省令で定める者）  

第一条  柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。）第四条第

一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正

に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とす

る。  

（治療等の考慮）  

第一条の二  厚生労働大臣は、柔道整復師の免許（以下「免許」という。）の申請を

行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与え

るかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽

減している状況を考慮しなければならない。  

（免許の申請）  

第一条の三  免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に

提出しなければならない。  

２  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。  

一  柔道整復師国家試験（以下「試験」という。）の合格証書の写し又は合格証明

書  

二  戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法

律第八十一号）第七条第五号に掲げる事項（出入国管理及び難民認定法（昭和二十

六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者（以下「中長期在留

者」という。）及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者（以下「特

別永住者」という。）については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国

籍等）を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。）（出入国管理及び難

民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類

の写し。第六条第二項において同じ。）  

三  精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関

する医師の診断書  

３  第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合

には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。  

（名簿の登録事項）  

第二条  柔道整復師名簿（以下「名簿」という。）には、次に掲げる事項を登録する。  

一  登録番号及び登録年月日  

二  本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、氏名、

生年月日及び性別  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%5f%93%b9%90%ae%95%9c%8e%74%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%8f%5a%96%af%8a%ee%96%7b%91%e4%92%a0%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000005000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000005000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000002000000005000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%88%ea&REF_NAME=%93%fa%96%7b%8d%91%82%c6%82%cc%95%bd%98%61%8f%f0%96%f1%82%c9%8a%ee%82%c3%82%ab%93%fa%96%7b%82%cc%8d%91%90%d0%82%f0%97%a3%92%45%82%b5%82%bd%8e%d2%93%99%82%cc%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%88%ea&REF_NAME=%93%fa%96%7b%8d%91%82%c6%82%cc%95%bd%98%61%8f%f0%96%f1%82%c9%8a%ee%82%c3%82%ab%93%fa%96%7b%82%cc%8d%91%90%d0%82%f0%97%a3%92%45%82%b5%82%bd%8e%d2%93%99%82%cc%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%8f%5a%96%af%8a%ee%96%7b%91%e4%92%a0%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%8c%dc&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
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三  試験合格の年月  

四  免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項  

五  再免許の場合には、その旨  

六  柔道整復師免許証（以下「免許証」という。）又は柔道整復師免許証明書（以

下「免許証明書」という。）を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並

びにその理由及び年月日  

七  登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日  

（名簿の訂正）  

第三条  柔道整復師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、

名簿の訂正を申請しなければならない。  

２  前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本（中長期

在留者及び特別永住者については住民票の写し（住民基本台帳法第三十条の四十五に

規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。）及び前項の申

請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者

については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書

類とする。）を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（登録の消除）  

第四条  名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣

に提出しなければならない。  

２  柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法

律第二百二十四号）による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録

の消除を申請しなければならない。  

３  前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該柔道整復師

が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。  

（免許証の書換え交付申請）  

第五条  柔道整復師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免

許証の書換え交付を申請することができる。  

２  前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸

籍の謄本又は抄本（中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の

申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる

者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する

書類とする。）を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（免許証の再交付申請）  

第六条  柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免

許証の再交付を申請することができる。  

２  前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は

住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。  

３  第一項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。  

４  免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第一項の申請をする場合

には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。  

５  柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見

したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。  

 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%8f%5a%96%af%8a%ee%96%7b%91%e4%92%a0%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%8c%dc&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003004500000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%8c%cb%90%d0%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
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（免許証又は免許証明書の返納）  

第七条  柔道整復師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書

を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の

消除を申請する者についても、同様とする。  

２  柔道整復師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書

を厚生労働大臣に返納しなければならない。  

（登録免許税及び手数料の納付）  

第八条  第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又

は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。  

２  第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければなら

ない。  

（規定の適用等）  

第九条  法第八条の二第一項に規定する指定登録機関（以下「指定登録機関」という。）

が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第

三条第二項、第四条第一項、第五条（見出しを含む。）、第六条の見出し、同条第一

項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定（第五条

の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。）中「厚生労働大臣」

とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え

交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項

及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。  

２  第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用

しない。  

   第二章 試験  

（試験科目）  

第十条  試験の科目は、次のとおりとする。 

解剖学 

生理学 

運動学 

病理学概論 

衛生学・公衆衛生学 

一般臨床医学 

外科学概論 

整形外科学 

リハビリテーション医学 

柔道整復理論 

関係法規  

（試験施行期日等の公告）  

第十一条  試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、

官報で公告する。  

（受験の手続）  

第十二条  試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に

提出しなければならない。  

２  前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100300000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100300000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100300000001000000000000000000
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一  修業証明書又は卒業証明書  

二  写真（出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四セ

ンチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。）  

（合格証書の交付）  

第十三条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。  

（合格証明書の交付及び手数料）  

第十四条  試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することが

できる。  

２  前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければな

らない。  

（手数料の納入方法）  

第十五条  第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の

額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。  

（規定の適用等）  

第十六条  法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関（以下「指定試験機関」と

いう。）が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十三条及

び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び

「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。  

２  前項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項の規定により指定試験機関

に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。  

３  第一項に規定する場合においては、第十五条の規定は適用しない。  

   第三章 施術所  

（届出事項）  
第十七条  法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の

とおりとする。  
一  開設者の氏名及び住所（法人については、名称及び主たる事務所の所在地）  
二  開設の年月日  

三  名称  
四  開設の場所  
五  業務に従事する柔道整復師の氏名  
六  構造設備の概要及び平面図  
（施術所の構造設備基準）  

第十八条  法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 
一  六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 
二  三・三平方メートル以上の待合室を有すること。 
三  施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。た
だし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 

四  施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 
（衛生上必要な措置） 

第十九条  法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 
一  常に清潔に保つこと。 
二  採光、照明及び換気を充分にすること。 
（身分を示す証明書の様式） 

第二十条  法第二十一条第二項に規定する証明書は、様式第六号による。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300300000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300300000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300300000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000002000000000000000000

